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人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
e

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）

の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日人

事
院
総
裁

谷

公
士

人
事
院
規
則
九
e

五
五
e

九
五

人
事
院
規
則
九
e

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の

一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
e

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
三
条
第
二
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
項
第
十

号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
を
同
項
第
十

号
と
し
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第

七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
及

び
第
五
項
（
対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
法
人
の

日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課
税
の
特
例
）

第
百
四
十
二
条
第
二
項
中
「
租
税
特
別
措
置
法
」
の

下
に
「
第
五
十
九
条
の
二
（
対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営

む
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課
税
の
特

例
）
並
び
に
」
を
加
え
る
。

第
百
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
九
号
を
削
り
、
同
項

第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第

八
号
と
し
、同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
六
十
二
の
二

第
一
項
及
び
第
五
項
（
対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営

む
連
結
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課

税
の
特
例
）

第
百
五
十
五
条
の
十
三
第
二
項
第
九
号
を
削
り
、
同

項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項

第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。七

租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
六
十
二
の
二

第
一
項
及
び
第
五
項
（
対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営

む
連
結
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課

税
の
特
例
）

第
百
五
十
五
条
の
二
十
八
第
二
項
中
「
租
税
特
別
措

置
法
」
の
下
に
「
第
六
十
八
条
の
六
十
二
の
二
（
対
外

船
舶
運
航
事
業
を
営
む
連
結
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る

収
入
金
額
の
課
税
の
特
例
）
並
び
に
」
を
加
え
る
。

（
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

の
一
部
改
正
）

第
四
条

船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施

行
令
（
平
成
二
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
第
百
四
十
七
条
の
項
を
削
る
。

（
船
員
職
業
安
定
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

船
員
職
業
安
定
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令

第
三
百
六
十
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
第
六
十
六
条
の
項
中
「
第
六
十

四
条
の
二
」
を
「
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め

る
。

（
交
通
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

交
通
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三

百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
海
事
分
科
会
の
項
中
「
本
州
四

国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
「
海
上
運
送
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）、
本
州
四
国
連
絡
橋
の

建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
」
に
改
め
る
。

〇
法
務
省
令
第
四
十
五
号

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
七
条
（
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）及
び
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二

十
五
号
）
第
二
条
（
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
事
務
委
任
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

法
務
大
臣

鳩
山

¤
夫

登
記
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

登
記
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
法
務
府
令
第
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
及
び
第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条
及
び
第
九
条

削
除

第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

第
三
十
三
条

宮
崎
地
方
法
務
局
日
向
支
局
及
び
高
鍋
出

張
所
の
管
轄
に
属
す
る
商
業
登
記
の
事
務
（
商
業
登
記

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
請
求
に
係
る

事
務
を
除
く
。）は
、
宮
崎
地
方
法
務
局
で
取
り
扱
わ
せ

る
。

第
三
十
四
条

那
覇
地
方
法
務
局
沖
縄
支
局
の
管
轄
に
属

す
る
商
業
登
記
の
事
務
（
商
業
登
記
法
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
交
付
の
請
求
に
係
る
事
務
を
除
く
。）

は
、
那
覇
地
方
法
務
局
で
取
り
扱
わ
せ
る
。

第
三
十
五
条

削
除

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
の

改
正
規
定
は
、
同
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
四
十
七
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

ウ
リ
ミ
バ
エ
の
防
除
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
生
殖
を
不
能
に
さ
れ
た
ウ
リ
ミ
バ
エ
を
生
産
す

る
た
め
、ウ
リ
ミ
バ
エ
の
繁
殖
の
用
に
供
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
年
七
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
五
条
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
員
労
働
委
員
会
に
置
く
船
員
職
業
安
定
部
会
等
に

関
す
る
政
令
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

改
正
法
附
則
第
二
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
船
員
労
働
委
員
会
に
置
く
船
員

職
業
安
定
部
会
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
五
年
政

令
第
百
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
一
条
第
一
項

中
「
並
び
に
第
九
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
あ

る
の
は
「
、
第
九
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
海
上
運
送
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三
十
五
条
第
三

項
後
段
」
と
、
同
令
第
三
条
第
一
項
中
「
並
び
に
第
九

十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
九

十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
海
上
運
送
法
及
び

船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
海
上
運
送
法
第
三
十

五
条
第
三
項
後
段
」
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

改
正
法
附
則
第
二
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十

二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
二
十
三
条
第
十

四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
及
び
船

員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）」

と
あ
る
の
は
、「
、
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
三
十
号
）
及
び
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
八
十
七
号
）」と
す
る
。

財
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

泉

信
也

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

〇
文
部
科
学
省
令
第
二
十
一
号

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す

る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年

政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
義
務

教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
十
四
号
）
第
十
四
条
第

二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
義
務
教
育
諸
学
校

の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

文
部
科
学
大
臣

渡
海
紀
三
朗

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
を
採
択
す
る
期
間
の
特
例
」
を

「
の
採
択
の
特
例
」
に
改
め
、
同
条
中
「
場
合
は
、」
の

下
に
「
教
育
課
程
の
基
準
の
変
更
に
伴
い
採
択
し
た
教
科

用
図
書
の
発
行
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
及

び
」
を
加
え
、「
新
た
に
採
択
す
る
教
科
用
図
書
に
つ
い
て

の
採
択
の
期
間
は
、
令
第
十
四
条
第
一
項
の
期
間
か
ら
当

該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
控
除
し
た
」
を
「
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
期
間
は
当
該
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
」

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中「
行
な
わ
れ
な
く
な
つ
た
場
合
」

を
「
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
教
育
課
程
の
基

準
の
変
更
に
伴
い
採
択
し
た
教
科
用
図
書
の
発
行
が
行
わ

れ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
を
除
く
。）」
に
、「
行
な
わ
れ

な
く
な
つ
た
教
科
用
図
書
」
を
「
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な

つ
た
教
科
用
図
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

Ÿ
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